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 速  報 ! さ く ら ユ ウ ワ 通 信

 令和６年度の税制改正により、倒産防止共済掛金を損金に算入する際の制限が新たに 
設けられました。既に加入されている方も、今後再加入する際に関わってくる内容とな 
ります。 
今回は、その改正内容についてご紹介します。 

 

中小企業倒産防止共済、いわゆる「経営セーフティ共済」は、掛金を払うことで、取引
先の倒産時にその掛金の最高 10 倍（上限 8 千万円）まで、無担保・無保証人で借りられる
制度です。 
この貸付は無利息で、貸付けを受けた共済金の額の １０分の１に相当する額が、納付し

た掛金から控除され、その掛金の権利は消滅します。 

 

 掛金については、事業年度内に支払った掛金については全額を損金に算入することが
可能であり、事業年度末に加入し１年分を前納した場合でも全額を損金に算入すること
ができます。 
今回の税制改正により、この【全額を損金に算入】とすることに、制限が設けられる

ことになりました。 
 

令和６年度の税制改正により、令和６年１０月以後は、 

これまでは、解約した年度内に再契約し１年分の掛金を前納しても全額損金計上するこ
とが可能でした。 
そのため、前納すれば、１年間の掛金を最大２４０万円（２０万円×１２カ月）まで一

括納付することが可能で、利益が大きく税率が高い年度に掛金を多く支払い、利益が少な
い年度に解約返戻金を受け取ることで、節税することができました。 
 今回の改正により、任意解約後すぐ再加入しても２年間は損金算入することができな
くなったことで、任意解約と再加入、掛金の前納を繰り返す節税に制限が設けられる形
となりました。 
ただし、任意解約から２年以内でも再加入することは引き続き可能です。 
２年以内に再加入された場合、任意解約した日から２年を経過するまでの掛金は損金

に算入せず、２年を経過した日以後の掛金から損金に算入していくことになります。 


